
流 山 ぐ り ー ん バ ス コ ミ ュ ニ テ ィ 情 報 及 び 有 料 広 告 、 副 バ  

ス 停 名 の 掲 載 取 扱 要 領  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 領 は 、 流 山 ぐ り ー ん バ ス へ の コ ミ ュ ニ テ ィ 情 報

及 び 有 料 広 告 、副 バ ス 停 名 （ 以 下「 広 告 等 」と い う 。） の 掲 載

に つ い て 、 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と に よ り 、 市 の 新 た な 財 源

を 確 保 し 、 も っ て 市 民 サ ー ビ ス の 向 上 と 地 域 経 済 の 活 性 化 に

寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 。  

 

（ コ ミ ュ ニ テ ィ 情 報 の 対 象 ）  

第 ２ 条  コ ミ ュ ニ テ ィ 情 報 は 、 次 に 掲 げ る も の で 市 民 生 活 に 関

連 し た も の と す る 。  

（ １ ） 国 、地 方 公 共 団 体 及 び そ の 他 公 共 的 な 情 報 に 関 す る も の 。 

（ ２ ） 自 治 会 、 商 店 会 、 そ の 他 市 長 が 認 め る 団 体 が 開 催 す る 催

し 物 や 地 域 住 民 の コ ミ ュ ニ テ ィ 情 報 に 関 す る も の 。  

 

（ 有 料 広 告 の 対 象 ）  

第 ３ 条  有 料 広 告 は 前 条 に 該 当 し な い も の で 、 営 利 を 目 的 と す

る も の と す る 。  

 

（ 副 バ ス 停 名 の 対 象 ）  

第 ４ 条  副 バ ス 停 名 は 、 バ ス 停 上 部 の バ ス 停 名 及 び 行 き 先 を 記

載 し て い る 行 き 先 板 に お い て 、 バ ス 停 名 称 の 下 部 に 括 弧 付 で

記 載 す る も の と す る 。  

 

（ 掲 載 を 取 り 扱 わ な い も の ）  

第 ５ 条  広 告 等 と し て 掲 載 等 を 取 り 扱 わ な い も の は 、 次 に 掲 げ

る も の と す る 。  

（ １ ） ぐ り ー ん バ ス の 公 共 性 及 び そ の 品 位 を 損 な う 恐 れ の あ る

も の 。  



（ ２ ） 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 （ 昭

和 ２ ３ 年 法 律 第 １ ２ ２ 号 ） 第 ２ 条 に 掲 げ る 営 業 に 該 当 す る

も の 。  

（ ３ ） 政 治 活 動 、 宗 教 活 動 、 意 見 広 告 及 び 個 人 の 宣 伝 に 関 す る

も の 。  

（ ４ ） 公 の 秩 序 又 は 善 良 の 風 俗 に 反 す る も の 、 反 す る 恐 れ の あ

る の も の 。  

 

（ 利 用 申 込 ）  

第 ６ 条  広 告 等 の 掲 載 の 申 出 は 、 ぐ り ー ん バ ス 運 行 事 業 者 （ 以

下 「 バ ス 事 業 者 」 と い う 。） が 取 り 扱 う 。  

 

（ 広 告 等 の 掲 載 の 決 定 及 び 報 告 ）  

第 ７ 条  バ ス 事 業 者 は 、 広 告 等 の 掲 載 の 申 出 を 受 け た 場 合 は 、

本 要 領 に 基 づ き 、 掲 載 の 可 否 を 判 断 す る も の と す る 。  

２  ぐ り ー ん バ ス に 掲 載 す る 広 告 等 と し て 疑 義 が 生 じ た 場 合 は 、

バ ス 事 業 者 は 市 長 に 広 告 等 の 掲 載 に つ い て 、 判 断 を 求 め な け

れ ば な ら な い 。  

３  有 料 広 告 及 び 副 バ ス 停 名 の 掲 載 の 状 況 は 、 毎 月 の 乗 車 人 員

報 告 に 合 わ せ て 行 う も の と す る 。  

 

（ 広 告 等 の 規 格 等 ）  

第 ８ 条  バ ス 車 内 に お い て 、 コ ミ ュ ニ テ ィ 情 報 及 び 有 料 広 告 と

し て 掲 載 で き る 規 格 は 、 ポ ス タ ー の 場 合 は バ ス 車 両 広 告 掲 載

ス ペ ー ス に 適 合 し た サ イ ズ と し 、 チ ラ シ の 場 合 は 原 則 と し て

Ａ ４ 版 サ イ ズ で 、 設 置 枚 数 は １ 回 １ ０ ０ 枚 以 内 と す る 。  

  な お 、 デ ジ タ ル サ イ ネ ー ジ モ ニ タ ー は 運 転 手 後 ろ の ポ ー ル

部 分 に 設 置 す る も の と し 、広 告 に か か る デ ー タ 等 に つ い て は 、

バ ス 事 業 者 が 委 託 す る 広 告 事 業 者 （ 以 下 「 委 託 事 業 者 」 と い

う 。） の 定 め る 方 法 で 提 出 す る 。  

２  バ ス 車 体 に お い て は 、 有 料 広 告 の み を ラ ッ ピ ン グ に よ り 掲



示 す る も の と し 、 掲 載 で き る 規 格 は 、 車 体 側 面 で あ っ て 、 前

輪 と 後 輪 の 間 か つ 窓 か ら 下 の 範 囲 で ラ ッ ピ ン グ 可 能 な 部 分 と

す る 。（ 以 下 「 パ ー ト ラ ッ ピ ン グ 広 告 」 と い う 。）  

３  副 バ ス 停 名 は 、 バ ス 停 の 行 き 先 板 に の み 記 載 す る も の と す

る 。 ま た 、 副 バ ス 停 名 の 文 字 に 外 接 す る 長 方 形 の 面 積 （ 以 下

「 表 示 面 積 」と い う 。）は 、主 た る バ ス 停 名 の 表 示 面 積 を 超 え

な い こ と と し 、 文 字 色 は 黒 で 、 主 た る バ ス 停 名 と 同 じ 書 体 を

使 用 す る も の と す る 。 な お 、 車 内 放 送 で 読 み 上 げ る 名 称 は 、

主 た る バ ス 停 名 の み と す る 。  

４  パ ー ト ラ ッ ピ ン グ 広 告 及 び 副 バ ス 停 名 は 、 流 山 市 景 観 計 画

に お け る 屋 外 広 告 物 の 表 示 及 び 屋 外 広 告 物 を 掲 出 す る 物 件 の

設 置 に 関 す る 行 為 の 制 限 に 関 す る 事 項 の 共 通 基 準 で あ る 、 意

匠 （ 形 態 、 色 彩 等 ） に 準 ず る も の と す る 。  

 

（ 車 内 掲 載 場 所 ）  

第 ９ 条  バ ス 事 業 者 は 、 コ ミ ュ ニ テ ィ 情 報 の 掲 載 ス ペ ー ス を 車

内 に 複 数 確 保 す る こ と と し 、 そ れ 以 外 を 有 料 広 告 ス ペ ー ス と

す る 。  

 

（ 掲 載 期 間 及 び 掲 載 料 金 ）  

第 １ ０ 条  コ ミ ュ ニ テ ィ 情 報 及 び バ ス 車 内 に お け る 有 料 広 告 の

掲 載 期 間 は 、 原 則 と し て １ ４ 日 以 内 と し 、 期 間 の 延 長 に つ い

て は 必 要 に 応 じ て 市 と バ ス 事 業 者 が 協 議 し 対 応 す る 。  

  た だ し 、 デ ジ タ ル サ イ ネ ー ジ を 利 用 し た 有 料 広 告 の 掲 載 期

間 は 、 委 託 事 業 者 の 定 め る 期 間 と す る 。  

２  コ ミ ュ ニ テ ィ 情 報 の 掲 載 料 金 は 、 無 料 と す る 。  

３  バ ス 車 内 に お け る 有 料 広 告 の 掲 載 料 金 は 、 ポ ス タ ー の 場 合

は １ 枚 に つ き １ 日 当 た り １ ０ ０ 円 に 消 費 税 率 と 掲 載 日 数 を 乗

じ た 金 額 と し 、 チ ラ シ の 場 合 は １ ０ ０ 枚 ま で を １ 単 位 と し 、

１ ４ 日 間 当 た り １ ，０ ０ ０ 円 に 消 費 税 率 を 乗 じ た 金 額 と す る 。 

  た だ し 、 デ ジ タ ル サ イ ネ ー ジ を 利 用 し た 有 料 広 告 の 掲 載 料



金 は 、 委 託 事 業 者 の 定 め る 料 金 と す る 。  

４  パ ー ト ラ ッ ピ ン グ 広 告 の 掲 載 期 間 は 、 １ か 月 単 位 と す る 。  

５  パ ー ト ラ ッ ピ ン グ 広 告 の 掲 載 料 金 は 、 車 両 １ 台 の 側 面 １ 箇

所 に つ き 、 月 額 ３ ０ ， ０ ０ ０ 円 に 消 費 税 率 を 乗 じ た 金 額 と す

る 。 な お 、 掲 載 料 金 と 別 に 、 手 数 料 、 デ ザ イ ン ・ 制 作 費 、 掲

出 ・ 撤 去 費 、 申 請 料 等 に つ い て は 、 別 途 バ ス 事 業 者 に お い て

定 め る も の と す る 。  

６  副 バ ス 停 名 の 掲 載 期 間 は １ 年 単 位 と す る 。  

７  副 バ ス 停 名 の 料 金 は 、 バ ス 停 １ 基 に つ き 年 額 ５ ０ ， ０ ０ ０

円 に 消 費 税 率 を 乗 じ た 金 額 と す る 。 な お 、 掲 載 料 金 と 別 に 発

生 す る 手 数 料 、 デ ザ イ ン ・ 制 作 費 、 掲 出 ・ 撤 去 費 、 申 請 料 等

に つ い て は 、 別 途 バ ス 事 業 者 に お い て 定 め る も の と す る 。  

８  有 料 広 告 及 び 副 バ ス 停 名 に よ る 掲 載 料 金 は 、 バ ス 事 業 者 が

取 り 扱 う こ と と し 、 そ の 収 入 に つ い て は 、 運 賃 収 入 と 同 様 に

バ ス 運 行 に 係 る 経 費 か ら 控 除 す る も の と す る 。  

  た だ し 、 デ ジ タ ル サ イ ネ ー ジ を 利 用 し た 有 料 広 告 の 掲 載 料

金 に つ い て は 適 用 外 と し 、 バ ス 事 業 者 と 委 託 事 業 者 間 で 締 結

し た 協 定 書 の 広 告 料 を 、 運 賃 収 入 と 同 様 に バ ス 運 行 に 係 る 経

費 か ら 控 除 す る も の と す る 。  

   

（ 広 告 等 の 撤 去 ）  

第 １ １ 条  掲 載 期 間 が 終 了 し た 広 告 等 は 、 バ ス 事 業 者 が 速 や か

に 撤 去 す る も の と す る 。  

 

（ 掲 載 内 容 の 変 更 ）  

第 １ ２ 条  広 告 等 に お い て 、 軽 微 な 変 更 を 除 き 、 掲 載 内 容 の 変

更 は で き な い 。 な お 、 変 更 に 必 要 な 費 用 つ い て は 、 広 告 等 掲

載 の 決 定 を 受 け た 者（ 以 下「 広 告 主 」と い う 。）が 負 担 す る も

の と す る 。  

 

（ 掲 載 の 取 下 げ ）  



第 １ ３ 条  広 告 等 取 り 下 げ の 申 出 に つ い て は 、 バ ス 事 業 者 が 取

り 扱 う 。  

  た だ し 、 デ ジ タ ル サ イ ネ ー ジ を 利 用 し た 広 告 の 取 り 下 げ に

つ い て は 、 委 託 事 業 者 が 取 り 扱 う 。  

２  広 告 主 の 都 合 に よ っ て 、 掲 載 期 間 の 途 中 で 掲 載 を 取 り 下 げ

る 場 合 は 、 掲 載 料 金 は 還 付 し な い 。  

３  広 告 主 の 責 め に 帰 さ な い 理 由 に よ り 、 有 料 広 告 及 び 副 バ ス

停 名 の 掲 載 を 中 止 す る 場 合 は 、 掲 載 不 可 能 と な っ た 日 数 に 応

じ て 、 バ ス 事 業 者 か ら 掲 載 料 金 を 還 付 す る 。 こ の 場 合 、 還 付

金 額 を 差 し 引 い た 掲 載 料 金 を 、 運 賃 収 入 と 同 様 に バ ス 運 行 に

係 る 経 費 か ら 控 除 す る も の と す る 。  

 

（ 車 両 の 運 行 ル ー ト に つ い て ）  

第 １ ４ 条  広 告 等 を 掲 載 し た 車 両 の 運 行 ル ー ト に つ い て は 、 バ

ス 事 業 者 に よ り 決 定 し 、バ ス 事 業 者 は 当 該 車 両 の 運 行 形 態 を 、

広 告 等 の 掲 載 の 決 定 前 に 広 告 主 に 説 明 し な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 運 休 及 び 代 車 運 行 時 の 取 扱 い ）  

第 １ ５ 条  流 山 ぐ り ー ん バ ス の 点 検 、 修 理 ま た は 車 検 等 に よ り

一 時 的 に 代 車 運 行 す る と き は 、 そ の 代 車 に コ ミ ュ ニ テ ィ 情 報

及 び 有 料 広 告 は 掲 載 し な い も の と す る 。  

２  原 則 と し て 、運 休 及 び 代 車 運 行 時 の 掲 載 料 金 は 還 付 し な い 。 

 

（ 広 報 ）  

第 １ ６ 条  バ ス 事 業 者 は 、 広 告 等 の 掲 載 に 関 す る 広 報 活 動 を 積

極 的 に 行 う も の と す る 。  

 

（ そ の 他 ）  

第 １ ７ 条  こ の 要 領 の 取 扱 い に 疑 義 が 生 じ た 場 合 に は 、 随 時 市

及 び バ ス 事 業 者 で 協 議 に よ り 決 定 す る も の と す る 。  

２  広 告 等 に つ い て は 、 景 観 法 及 び 屋 外 広 告 物 法 並 び に 関 係 す



る 諸 規 定 に 適 合 す る も の と す る 。  

 

附  則  

本 要 領 は 、 平 成 ２ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

本 要 領 は 、 平 成 ３ ０ 年 ３ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

本 要 領 は 、 令 和 ４ 年 １ １ 月 １ ６ 日 か ら 施 行 す る 。  


